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＊

業
務
の
繁
閑
に
合
わ
せ
て
、
勤
務
時
間
の
長
さ
を
変
え
る
制
度
（
裏
面
Ｑ
＆
Ａ
参
照
）

＊

「
公
立
学
校
の
教
育
職
員
に
お
け
る
『
休
日
の
ま

と
め
取
り
』
の
た
め
の
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間

制
～
導
入
の
手
引
き
～

（
文
部
科
学
省
）

」

＊
ア

８
時
間
を
超
え
る
勤
務
時
間
の
場
合
、
少

な
く
と
も

分
の
休
憩
時
間
が
必
要
（
労
働

60

基
準
法
）

＊
イ

９
時
間
勤
務
で
は
、
現
行
よ
り
１
時
間
30

（

）

分
遅
い

時

分
に
勤
務
終
了

週
２
日
間

18

30



＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

ＱＡ ＱＡ

ＱＡ ＱＡ

ＱＡ


